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お
問
い
合
せ
先

津
山
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

　

電
話（
０
８
６
８
）３
１‐

２
３
６
３

鏡
野
町　

住
民
税
務
課　

年
金
係

　

電
話（
０
８
６
８
）５
４‐

２
９
８
５

住
基
カ
ー
ド（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
）を

お
持
ち
で
、公
的
個
人
認
証
を
つ
け
て
い
る

皆
様
へ

電
子
証
明
書
窓
口
業
務
停
止
の
お
知
ら
せ

　

平
成
25
年
７
月
29
日
（
月
）
と
７
月
30
日
（
火
）

の
２
日
間
、
認
証
局
の
電
子
証
明
書
発
行
・
失
効

サ
ー
ビ
ス
が
停
止
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
こ
の
２
日

間
は
役
場
窓
口
で
電
子
証
明
書
の
発
行
及
び
失
効
業

務
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

皆
様
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
電
子
証

明
書
の
発
行
・
失
効
を
ご
希
望
の
方
は
、
こ
の
日
を

除
い
た
日
に
来
庁
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

窓
口
業
務
に
関
す
る
お
問
い
合
せ

　

住
民
税
務
課　

電
話（
０
８
６
８
）５
４‐

２
９
８
５

利
用
者
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
ソ
フ
ト
及
び

オ
ン
ラ
イ
ン
窓
口
サ
ー
ビ
ス
停
止
の
お
知
ら
せ

　

平
成
25
年
７
月
26
日
（
金
）
午
前
０
時
〜
平
成
25

年
７
月
31
日
（
水
）
午
前
０
時
ま
で
の
間
、Ｊ
Ｐ
Ｋ

Ｉ（
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
）
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

（w
w
w
.jpki.go.jp

）
内
に
あ
る
、
オ
ン
ラ
イ
ン
窓

口
を
用
い
た
電
子
証
明
書
の
有
効
性
確
認
な
ら
び
に

電
子
証
明
書
の
失
効
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
関
す
る
お
問
い
合
せ

　
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

　

電
話（
０
３
）５
３
１
９‐

３
７
３
７

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
の

実
施
状
況

　

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
と
は
、
中
山
間
地

域
等
の
農
業
生
産
条
件
が
不
利
な
地
域
に
お
け
る
農

地
の
耕
作
放
棄
の
防
止
な
ど
、
将
来
に
向
け
て
農
業

生
産
活
動
等
を
継
続
す
る
前
向
き
な
取
組
み
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
し
、
５
年
以
上
耕
作
を
続
け
る
こ
と

を
約
束
し
た
耕
作
者
の
方
々
の
同
意
に
よ
る
集
落
協

定
を
町
と
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
交
付
金
が
交
付
さ
れ
る

制
度
で
す
。

　

当
制
度
の
方
針
に
基
づ
き
、
平
成
24
年
度
の
実
施

状
況
を
公
表
し
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料

の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免
除
制
度
」

や
「
若
年
者
（
30
歳
未
満
）
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受
け
ず
保
険
料
が
納
め

忘
れ
の
状
態
で
、
万
一
、
障
害
や
死
亡
と
言
っ
た
不

慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族

基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

手
続
き
は
、
鏡
野
町
役
場
の
住
民
税
務
課
窓
口
ま

た
は
、
年
金
事
務
所
窓
口
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
窓
口
に
備
え
付
け
て
あ
り

ま
す
。

　

平
成
25
年
度
の
免
除
等
の
受
付
は
平
成
25
年
７
月

１
日
か
ら
開
始
さ
れ
、
平
成
25
年
７
月
か
ら
平
成
26

年
６
月
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
審
査
し
ま
す
。

ま
た
、
申
請
は
原
則
と
し
て
毎
年
度
必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
平
成
25
年
７
月
に
申
請
す
る
場
合
は
、

平
成
24
年
７
月
か
ら
平
成
25
年
６
月
分
ま
で
の
期
間

（
前
１
年
間
分
）
に
つ
い
て
も
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
７
月
に
前
一
年
間
分
の
免
除
等
も
申
請
さ

れ
る
場
合
は
、
申
請
書
を
２
枚
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

項　　目 内　　容

集落協定の
概 要

　対象となる農地は、鏡野町の中山間地域等直
接支払基本方針に基づき、農振農用地区域内の
一団の急傾斜農地（傾斜率1/20m以上の田）及
び緩傾斜農地（傾斜率1/100m以上1/20m未満
の田）。
　将来に向けた集落マスタープランを作成し、適
切な農用地管理及び関連する水路、農道等の適
正管理を実施する。基本的に助成金の2分の1以
上は、面積に応じた個人配分として使用する。

実 施 地 区

＊鏡野地域（21集落協定/協定面積133.9ha/
交付額27,072,143円）

＊奥津地域（39集落協定/協定面積229.7ha/
交付額33,194,868円）

＊上齋原地域（22集落協定/協定面積94.1ha/
交付額11,767,963円）

＊富地域（30集落協定/協定面積104.9ha/
交付額13,069,792円）

国
民
年
金
保
険
料
免
除
等
の

申
請
に
つ
い
て


